
裏面の「消費生活出前講座申込書」を送付してくだ

さい。（持参・郵送・ＦＡＸ・メール可）

〒437-8666 袋井市新屋1-1-1〒437-8666 袋井市新屋1-1-1袋井市消費生活センター袋井市消費生活センター
TEL 44-3174／FAX 44-3179TEL 44-3174／FAX 44-3179

袋井市消費生活センターでは、悪質商法やニセ電話詐欺などの被害を未然に防止し、消費生活に

関する知識を普及させるために、『消費生活出前講座』を実施しています。団体の活動や会議、研

修などニーズに合わせて、無料で当センターの相談員を派遣します。寸劇等を行う「ほ～い布井

（ほい）劇団」と連携した講座も可能です。ぜひ、ご活用ください。

◆対 象 ：袋井市内の団体・サークルなど

◆日 時 ：月・火・木・金曜日(祝日、年末年始を除く)

午前９時15分から午後５時15分の間

◆時 間 ： １時間程度（短い時間でも対応します）

◆会 場 ：袋井市内（申込者側でご用意ください）

袋井市役所２階産業政策課内袋井市役所２階産業政策課内

◆ トラブルにならないための賢い買い物の仕方

自動車を購入するとき、保険を契約するとき、

賃貸アパートを借りるとき、エステ契約をするとき など

◆インターネットの落とし穴

＊相談件数 １位 は通信販売トラブル！

＊ネット通販で買ったらコピー商品が届いた!?

＊お試しのつもりが、定期購入だった！

＊子供がスマホのゲームで10万円分も課金してしまった!! など

◆ニセ電話詐欺 ～私は大丈夫！と思っていませんか？～

◆訪問販売・電話勧誘 ～上手な断り方と対処法～

◆訪問買取 ～売るんじゃなかった･･･後悔しないために～

申込前の確認事項 申込方法

講座内容例

Eメール:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jpEメール:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp



袋井市消費生活センター 行 ＦＡＸ:０５３８－４４－３１７９ 

 

消費生活出前講座申込書 
 

次のとおり、申込みます。 

申 込 日     年   月   日 

団 体 名  

代 表 者 名  

連 

絡 

先 

氏  名  

住  所 袋井市 

電話番号・FAX 電話番号    ―      FAX   ― 

開催日時 
   年   月   日     曜日 

午前･午後   時  分 ～ 午前･午後   時  分 

開

催 

場 

所 

会 場 名 

 

 

マイク 有・無  

所 在 地 袋井市 

電話番号  

劇団希望  有 ・ 無 

参加対象者  約      名 （     歳代 ～    歳代） 

講座内容 

実施して欲しい講座内容がありましたら記載してください。 

 

 


